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◎５月の子育てサロン「にこにこ」開催日 
５月 21 日（木）　午前１０時～１１時３０分　ベビーマッサージでスキンシップ 
～ 親子のぬくもりを感じて　ちいさな幸せを見つけよう ～ 

裏面もご覧下さい

 
令和 8 年 4 月1 日号 
発行　高崎市大類公民館 

〒370-0035 
高崎市柴崎町 1263-1 

　　　Tel・Fax 352-3462

大類公民館だより
インターネット「まなびネットたかさき」で検索

 
 
 
 
       　宿 大 類 町  区長　久保田　圭一　　 区長代理　塚越　昭一 

         柴崎町(第１)1 区長　吉井　弘　　　   区長代理　萩原　弘明 

       　下 大 類 町　区長　長谷川　彰　　   区長代理　高橋　昇 

         中 大 類 町　区長　高井　秋雄　　   区長代理　高井　弘之 

         南 大 類 町　区長　天田　孝  　　　 区長代理　佐野　重訓 
 

※退任区長　小石　始（宿大類町）　  福田　利恵（中大類町） 

             角田　芳昭（南大類町） 

 

・令和８年度の区長・区長代理の皆様、よろしくお願いいたします。 

　・退任されました区長の皆様、ありがとうございました。

◎令和 8 年度 大類地区区長・区長代理のご紹介（敬称略・順不同）

◎休館日のお知らせ 
　４月２９日（水）昭和の日 

5 月  3 日（日）憲法記念日、４日（月）みどりの日、5 日（火）こどもの日、 
６日（水）振替休日 

◎令和 8 年度　春の狂犬病予防集合注射のお知らせ 

・４月２１日（火）   19：40  ～  10：00    青年センター　　　　台新田町 314 

　　　　　　　　　 10：10　～　10：30　　新下大類町公民館     下大類町 564 

　　　　　　　　　 10：40　〜　11：00　　柴崎町(第 2)公民館　　柴崎町 654 

　　　　　　　　　 11：10　〜　11：30　　市立大類公民館　　 　柴崎町 1263-1 

　　　　　　　　　 13：00　〜　13：15　　市立岩鼻公民館　　 　栗崎町 409-3 

　　　　　　　　　 13：35　〜　13：50　　東中里町公民館　　 　東中里町 278 

　　　　　　　　　 14：10　〜　14：30　　市立矢中公民館　　 　矢中町 153 

※会場の指定はありませんので、届いたハガキと注射代金を忘れずにお持ちください。 

・お問い合わせ　　保健医療部 生活衛生課 環境衛生担当　　TEL：027-381-6116 

 

 

 

 

 

 

・太字が開館日で網掛けは、「読み聞かせ」開催日です。 

・水曜日と金曜日は、市立図書館職員による貸出日です。 

・返却ボックスを利用すれば、開館時間以外でも本の返却

が可能です。 開館時間以外に資料を返却したい場合は、

返却ボックスに資料を入れてください。返却ボックス

は、図書室玄関脇にあります。 市立図書館及び大類公

民館図書室の資料以外投函しないでください。 

４月 の 図 書 室 開 館 日 

 日 月 火 水 木 金 土

 1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

◎図書室利用のご案内 
　開館日・開館時間等は下表のとおりです。 

 開館日時 取り扱い内容

 

水・金（祝日を除く） 

午後 1 時～5 時

・公民館図書室図書の貸出、返却 

・市立図書館資料の予約 

・予約した市立図書館資料の貸出、返却 

・市立図書館利用券の申込み

 
土（祝日を除く） 

午前 9 時 30 分～11 時 30 分

・公民館図書室図書の貸出、返却 

・読み聞かせ（毎月第１・２土曜日）

 
大類子育てサロン「にこにこ」開催時 

毎月第 1 木曜日（5 月、1 月は第 3 木曜日） 

午前１０時～正午

・公民館図書室図書の貸出、返却

◎公民館利用のご案内 

１　使 用 時 間　　午前 9 時～午後 9 時 

２　休 館 日　　国民の祝日・年末年始、その他館長が必要と認めた日 

３　使用の申込み　　公民館使用の申込みは、使用する日の前月から受付します。使用する日の 3 日

前までに必ず使用申請書を提出し館長の許可を受けてください。その際、申請書

と許可書が 2 枚つづりの複写となっていますので、必ず 2 枚揃えて提出してく

ださい。 

４　受 付 時 間　　平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

５　使 用 の 制 限　　次の場合は、使用できません。 

　　　　　　　(1)　もっぱら営利を目的とする行事を行うとき。 

　　　　　　　(2)　特定の利害に関する政治的又は宗教的な活動を行うとき。 

　　　　　　　(3)　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。 

　　　　　　　(4)　その他公民館の管理上支障があると認めたとき。 
６　そ の 他  ・使用後は、片付け、清掃を必ず行い、ゴミは持ち帰ってください。 

・最後に受付にある公民館利用記録簿へ必ず記入してお帰りください。 
・駐車場が混雑する場合があります。譲り合ってご利用ください。


